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CPD 個人登録者  各位  

 

CPD 記録の認定申請に関する変更点について（2021 年度以降）  
 

農業農村工学会  技術者継続教育機構  

 

平素より農業農村工学技術者の技術力向上のため，CPD 活動に対しご理解と

ご協力を賜りまして，誠にありがとうございます。  

予てよりご案内のように、当機構では CPD 制度が法令の下で活用される状況

に対応し，「技術者継続教育機構業務運営細則」を定め，それに従い，2021 年

度から CPD 制度の運用を一部変更いたしました。 

ついては、CPD 記録の認定申請に関する変更点について，下記のとおりお知ら

せいたしますのでご理解，ご協力を賜りますよう，お願いを申し上げます。  

＊（  ）内は細則の条項  

 

記  

１．CPD 記録の認定申請は実施日から翌年度の６月末までです 

CPD 記録の認定を申請しようとする者は，研修等の受講日や自己研鑽の実施  

日から翌年度の６月末日までに Web 画面から申請してください。（第 16 条 2）  

期限を過ぎた場合，申請の受け付けはできませんのでご注意ください。 

２．CPD 記録の認定申請は Web 画面からの手続きとなります 

CPD 記録の認定申請は，2021 年５月 10 日にリニューアルをする CPD Web 

システム画面のみでの受付となります（リニューアル前は現行の Web 画面からご 

申請ください）。申請手順は４月中にホームページに掲載します「CPD 個人登録  

者用ガイドブック（Ver11）」をご覧ください。 

３．認定審査結果は Web 画面で確認できます 

CPD 記録の認定審査結果は、原則として申請日の２カ月後までに機構のウェブ  

サイトで通知します。（第 18 条）  

４．その他の留意点  

〇「教育形態区分」「年間上限値」が一部変更になりました。また，自己学習【ｘ】  

を除き全ての申請に証拠書類の提出が必要となりました。（細則別表 2）  

〇毎年，８月と１１月に送付していた「CPD 取得結果一覧表」は郵送をせず，  

6 月と８月に Web 画面に pdf ファイルをアップロードしますので，各自でダウン 

ロードをお願いいたします。 

〇２０２０年より，ライブ配信される e-ラーニング研修を研修会の受講として認定し 

ています。（ライブ配信でない場合は自己学習【x】となります）  

 詳しくは http://www.jsidre.or.jp/wordpress/wp-

content/uploads/2020/07/cpd_e-learning_kubun.pdf をご覧ください。 
以上  


